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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームレートが変更可能な撮像手段と、
　この撮像手段の露光時間およびレンズの絞り値を含む複数種の撮影パラメータの組み合
わせを、被写体の明るさに応じてどのように変化させるかを規定する制御条件に従って、
自動露出制御を実行する露出制御手段と、
　前記撮像手段の出力フレームレートが第１のフレームレートに設定されている間は、前
記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として第１の露出制御条件を定常的
に適用し、前記撮像手段の出力フレームレートが前記第１のフレームレートよりも高速の
第２のフレームレートに設定されている間は、前記露出制御手段が前記自動露出制御に用
いる制御条件として前記第１の露出制御条件と比べてレンズの絞り値の変化が抑制された
第２の露出制御条件を定常的に適用するように、フレームレートに応じて露出制御条件を
選択する選択手段と、
　前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから前記第２のフレームレ
ートに切り換える際に、適正露出が確保できるレンズの絞り値を他の撮影パラメータに優
先して特定し、この特定されたレンズの絞り値にレンズの絞り値の変化が抑制された制御
条件を前記第２の露出制御条件として設定する切換制御手段と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第２の露出制御条件は、前記第１の露出制御条件と比べて調整可能な露光時間の上
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限を下げた制御条件であることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第２の露出制御条件は、前記第２のフレームレートで制限される最長の露光時間に
対応して決められた第２の露光時間を前記調整可能な露光時間の上限とする制御条件であ
ることを特徴とする請求項２記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記切換制御手段は、前記撮像手段のフレームレートが前記第２のフレームレートに切
り換える際に、露光時間を前記第２の露光時間に設定した状態において適正露出が確保で
きるレンズの絞り値を特定し、調整可能なレンズの絞り値を前記特定されたレンズの絞り
値に固定された制御条件を前記第２の露出制御条件として設定することを特徴とする請求
項３記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２の露出制御条件は、調整可能なレンズの絞り値を前記特定されたレンズの絞り
値に固定するとともに、調整可能な露光時間を前記第２の露光時間に固定する制御条件で
あることを特徴とする請求項３記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２の露出制御条件は、増幅率を含む全ての撮影パラメータを固定する制御条件で
あることを特徴とする請求項５記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記第２の露出制御条件は、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対して、更
に被写体が明るく変化した場合は、露光時間が短くなるように変化させ、前記適正露出を
確保した際の被写体の明るさに対して、更に被写体が暗く変化した場合は、増幅率が高く
なるように変化させる制御条件であることを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記第２の露出制御条件は、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対して、被
写体の明るさが変化していない場合は、露光時間を前記第２の露光時間に設定するととも
にレンズの絞り値を前記特定されたレンズの絞り値に設定した状態を基準状態とし、被写
体の明るさ変化に応じて基準状態を変化させる制御条件であることを特徴とする請求項７
記載の撮像装置。
【請求項９】
　露出制御モードとして複数のモードが設けられ、
　前記切換制御手段は、前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから
前記第２のフレームレートに切り換える際に、前記露出制御モードとして露出固定モード
が設定されていない場合は、被写体の明るさ変化に応じて基準状態を変化させる制御条件
を前記第２の露出制御条件として設定し、前記露出制御モードとして露出固定モードが設
定されている場合は、全ての撮影パラメータを固定する制御条件を前記第２の露出制御条
件として設定することを特徴とする請求項８記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第１の露出制御条件は、前記第１のフレームレートで制限される最長の露光時間に
対応して決められた第１の露光時間であり、前記第２の露光時間よりも長い第１の露光時
間を前記調整可能な露光時間の上限とする制御条件であることを特徴とする請求項３記載
の撮像装置。
【請求項１１】
　前記第１の露出制御条件は、前記第１のフレームレートで制限される最長の露光時間お
よび電源周波数に対応する所定の露光時間に対応して決められた第１の露光時間を前記調
整可能な露光時間の上限とする制御条件であることを特徴とする請求項１０記載の撮像装
置。
【請求項１２】
　前記切換制御手段は、使用地域による電源周波数の違いに応じて前記調整可能な露光時
間の上限の異なる制御条件を前記第２の露出制御条件として設定することを特徴とする請
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求項１１記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記第１の露出制御条件は、前記露光時間を前記第１の露光時間よりも長くする必要が
あるほど被写体が暗くなった場合に、レンズの絞り値を変化させる制御条件であることを
特徴とする請求項１０乃至１２記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記撮像手段により撮像された被写体画像を撮影待機状態で表示する表示手段を備え、
　前記第１のフレームレートは、前記撮影待機状態で使用されるフレームレートであると
ともに、前記第２のフレームレートは、撮影モードとして設けられている高速撮影モード
で使用されるフレームレートであることを特徴とする請求項１乃至１２記載の撮像装置。
【請求項１５】
　前記第１の露出制御条件および前記第２の露出制御条件は、前記露光時間、レンズの絞
り値、および増幅率を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを規定する所定のプログ
ラム線図で示される制御条件であり、
　前記露出制御手段は、このプログラム線図上の位置を被写体の明るさの変化に従って移
動させることで、被写体の明るさに応じた適正露出を確保する露出制御を実行することを
特徴とする請求項１乃至１２記載の撮像装置。
【請求項１６】
　前記露出制御手段により設定される絞り値に応じて開閉度合を複数段階に制御される絞
りを備え、
　前記第２のフレームレートは、前記露出制御手段による絞り値の変更に伴う前記絞りの
開閉動作時間内に複数回の撮像を行うフレームレートであることを特徴とする請求項１乃
至１２記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記フレームレートの変更に伴い前記露出制御手段により絞り値が変更された場合にお
ける前記撮像手段の撮像動作の開始タイミングを前記絞りの開閉動作の完了後に制御する
撮像開始タイミング制御手段を備えたことを特徴とする請求項１６記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記切換制御手段は、前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから
前記第２のフレームレートに変更する際の一時的な露出制御による適正露出の確保に際し
、前記露出制御手段に、前記レンズの絞り値以外の他の撮影パラメータを所定の基準状態
に固定した状態で、被写体の明るさに応じた適正露出が得られるような前記レンズの絞り
値を特定させ、前記第２のフレームレートに変更された後の定常的な露出制御による適正
露出の確保においては、レンズの絞り値が前記特定されたレンズの絞り値に固定された制
御条件を前記第２の露出制御条件として設定することを特徴とする請求項１記載の撮像装
置。
【請求項１９】
　前記所定の基準状態は、露光時間を前記第２のフレームレートで制限される最長の露光
時間に対応して決められた第２の露光時間に設定するとともに、増幅率を設定可能な最低
値に設定した状態であることを特徴とする請求項１８記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記第２の露出制御条件は、レンズの絞り値を前記特定されたレンズの絞り値に固定す
るとともに、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対して、更に被写体が明るく
変化した場合は、増幅率を設定可能な最低値に設定した状態で前記露光時間が短くなるよ
うに変化させ、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対して、更に被写体が暗く
変化した場合は、前記露光時間を前記第２の露光時間に設定した状態で増幅率が高くなる
ように変化させる制御条件であることを特徴とする請求項１９記載の撮像装置。
【請求項２１】
　フレームレートが変更可能な撮像手段と、この撮像手段の露光時間およびレンズの絞り
値を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを、被写体の明るさに応じてどのように変
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化させるかを規定する制御条件に従って、自動露出制御を実行する露出制御手段とを備え
た撮像装置における露出制御方法において、
　前記撮像手段の出力フレームレートが第１のフレームレートに設定されている間は、前
記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として第１の露出制御条件を定常的
に適用する工程と、
　前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから該第１のフレームレー
トよりも高速の第２のフレームレートに切り換える際に、適正露出が確保できるレンズの
絞り値を他の撮影パラメータに優先して特定し、この特定されたレンズの絞り値にレンズ
の絞り値の変化が抑制された制御条件を第２の露出制御条件として設定する工程と、
　前記撮像手段の出力フレームレートが前記第２のフレームレートに設定された後は、前
記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として前記第１の露出制御条件と比
べてレンズの絞り値の変化が抑制された前記第２の露出制御条件を定常的に適用する工程
と、
　を含むことを特徴とする露出制御方法。
【請求項２２】
　フレームレートが変更可能な撮像手段と、この撮像手段の露光時間およびレンズの絞り
値を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを、被写体の明るさに応じてどのように変
化させるかを規定する制御条件に従って、自動露出制御を実行する露出制御手段とを備え
た撮像装置が有するコンピュータを、
　前記撮像手段の出力フレームレートが第１のフレームレートに設定されている間は、前
記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として第１の露出制御条件を定常的
に適用し、前記撮像手段の出力フレームレートが前記第１のフレームレートよりも高速の
第２のフレームレートに設定されている間は、前記露出制御手段が前記自動露出制御に用
いる制御条件として前記第１の露出制御条件と比べてレンズの絞り値の変化が抑制された
第２の露出制御条件を定常的に適用するように、フレームレートに応じて露出制御条件を
選択する選択手段と、
　前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから前記第２のフレームレ
ートに切り換える際に、適正露出が確保できるレンズの絞り値を他の撮影パラメータに優
先して特定し、この特定されたレンズの絞り値にレンズの絞り値の変化が抑制された制御
条件を前記第２の露出制御条件として設定する切換制御手段と
　して機能させるための露出制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像時におけるフレームレートの変更が可能な撮像装置、及びその露出制御
方法と、露出制御プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置には撮像時のフレームレートを変更可能なものがあるが、自動露出（Ａ
Ｅ）制御を行っている状態で撮像中にフレームレートを上げると、その後におけるフレー
ム毎の露光時間が短くなる場合がある。一方、一般的な自動露出制御では、前のフレーム
で撮像した画像の明るさに応じて次のフレームの撮像の絞り値やシャッタ速度、出力信号
の増幅率等の露出制御値を決定している。そのため、上記のようにフレームレートの変更
に伴い露光時間が変化したとしても、それに露出制御が追従できず、フレームレートの変
更直後の画像が著しく暗くなってしまうことがある。
【０００３】
　これを解決可能とする技術として、例えば下記特許文献１には、次のフレームでフレー
ムレートが高くなり、かつそれに伴い露光時間が短くなる場合には、露光時間の変化分（
減少分）を打ち消すための補正量を算出するととともに、撮像素子の出力信号のレベルに
応じていったん決定した絞り値や出力信号の増幅率等の露出制御値（直接的には制御量）
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を上記補正量を付加することにより予め補正し、補正後の絞り値や出力信号の増幅率を用
いて次のフレームの撮像時における露出を制御する技術が記載されている。係る技術によ
れば、撮像中にフレームレートが高いレートに変更された場合における撮像画像の明るさ
の変化を未然に防止することができる。
【特許文献１】特開２００７－１９５０３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記技術においてはフレームレートの変更直後に設定する絞り値やシャ
ッタ速度、出力信号の増幅率等の露出制御値を、フレームレートの変更に伴う露光時間の
変化分を打ち消すための補正量によって一律に補正するため、補正後の露出制御値やそれ
らの組合せが、必ずしもその後の撮像に適したものになるとは限らない。
【０００５】
　すなわち露出制御に際して、例えば画質の低下を防止する目的で出力信号の増幅率を低
く抑えたり、絞り動作に伴う駆動音等のノイズの発生を抑制することを目的として、絞り
値の変化の頻度を少なくしたりするといった制御条件がある場合には、係る制御条件に従
って各々の露出制御値やその組合せを制御する必要があるが、前述した技術では補正後の
露出制御値が前記制御条件を満足するものになるとは限らないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、所定の制御条件に従った最
適な露出制御を行いながら、フレームレートの変更に伴う撮像画像の明るさの変化を防止
することが可能な撮像装置及びその露出制御方法、露出制御プログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明は、フレームレートが変更可能な撮像手段と、この撮像手段の露光
時間およびレンズの絞り値を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを、被写体の明る
さに応じてどのように変化させるかを規定する制御条件に従って、自動露出制御を実行す
る露出制御手段と、前記撮像手段の出力フレームレートが第１のフレームレートに設定さ
れている間は、前記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として第１の露出
制御条件を定常的に適用し、前記撮像手段の出力フレームレートが前記第１のフレームレ
ートよりも高速の第２のフレームレートに設定されている間は、前記露出制御手段が前記
自動露出制御に用いる制御条件として前記第１の露出制御条件と比べてレンズの絞り値の
変化が抑制された第２の露出制御条件を定常的に適用するように、フレームレートに応じ
て露出制御条件を選択する選択手段と、前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレ
ームレートから前記第２のフレームレートに切り換える際に、適正露出が確保できるレン
ズの絞り値を他の撮影パラメータに優先して特定し、この特定されたレンズの絞り値にレ
ンズの絞り値の変化が抑制された制御条件を前記第２の露出制御条件として設定する切換
制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、前記第１の露出制御条件と比べて
調整可能な露光時間の上限を下げた制御条件であることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、前記第２のフレームレートで制限
される最長の露光時間に対応して決められた第２の露光時間を前記調整可能な露光時間の
上限とする制御条件であることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４記載の発明は、前記切換制御手段は、前記撮像手段のフレームレートが前記第
２のフレームレートに切り換える際に、露光時間を前記第２の露光時間に設定した状態に
おいて適正露出が確保できるレンズの絞り値を特定し、調整可能なレンズの絞り値を前記
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特定されたレンズの絞り値に固定された制御条件を前記第２の露出制御条件として設定す
ることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、調整可能なレンズの絞り値を前記
特定されたレンズの絞り値に固定するとともに、調整可能な露光時間を前記第２の露光時
間に固定する制御条件であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、増幅率を含む全ての撮影パラメー
タを固定する制御条件であることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、前記適正露出を確保した際の被写
体の明るさに対して、更に被写体が明るく変化した場合は、露光時間が短くなるように変
化させ、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対して、更に被写体が暗く変化し
た場合は、増幅率が高くなるように変化させる制御条件であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項８記載の発明は、前記制御手段は、前記第２の露出制御条件は、前記適正露出を
確保した際の被写体の明るさに対して、被写体の明るさが変化していない場合は、露光時
間を前記第２の露光時間に設定するとともにレンズの絞り値を前記特定されたレンズの絞
り値に設定した状態を基準状態とし、被写体の明るさ変化に応じて基準状態を変化させる
制御条件であることを特徴とする。
【００１５】
　請求項９記載の発明は、露出制御モードとして複数のモードが設けられ、前記切換制御
手段は、前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから前記第２のフレ
ームレートに切り換える際に、前記露出制御モードとして露出固定モードが設定されてい
ない場合は、被写体の明るさ変化に応じて基準状態を変化させる制御条件を前記第２の露
出制御条件として設定し、前記露出制御モードとして露出固定モードが設定されている場
合は、全ての撮影パラメータを固定する制御条件を前記第２の露出制御条件として設定す
ることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１０記載の発明は、前記第１の露出制御条件は、前記第１のフレームレートで制
限される最長の露光時間に対応して決められた第１の露光時間であり、前記第２の露光時
間よりも長い第１の露光時間を前記調整可能な露光時間の上限とする制御条件であること
を特徴とする。
【００１７】
　請求項１１記載の発明は、前記第１の露出制御条件は、前記第１のフレームレートで制
限される最長の露光時間および電源周波数に対応する所定の露光時間に対応して決められ
た第１の露光時間を前記調整可能な露光時間の上限とする制御条件であることを特徴とす
る。
【００１８】
　請求項１２記載の発明は、前記切換制御手段は、使用地域による電源周波数の違いに応
じて前記調整可能な露光時間の上限の異なる制御条件を前記第２の露出制御条件として設
定することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１３記載の発明は、前記第１の露出制御条件は、前記露光時間を前記第１の露光
時間よりも長くする必要があるほど被写体が暗くなった場合に、レンズの絞り値を変化さ
せる制御条件であることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１４記載の発明は、前記撮像手段により撮像された被写体画像を撮影待機状態で
表示する表示手段を備え、前記第１のフレームレートは、前記撮影待機状態で使用される
フレームレートであるとともに、前記第２のフレームレートは、撮影モードとして設けら
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れている高速撮影モードで使用されるフレームレートであることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１５記載の発明は、前記第１の露出制御条件および前記第２の露出制御条件は、
前記露光時間、レンズの絞り値、および増幅率を含む複数種の撮影パラメータの組み合わ
せを規定する所定のプログラム線図で示される制御条件であり、前記露出制御手段は、こ
のプログラム線図上の位置を被写体の明るさの変化に従って移動させることで、被写体の
明るさに応じた適正露出を確保する露出制御を実行することを特徴とする。
【００２２】
　請求項１６記載の発明は、前記露出制御手段により設定される絞り値に応じて開閉度合
を複数段階に制御される絞りを備え、前記第２のフレームレートは、前記露出制御手段に
よる絞り値の変更に伴う前記絞りの開閉動作時間内に複数回の撮像を行うフレームレート
であることを特徴とする。
【００２３】
　請求項１７記載の発明は、前記フレームレートの変更に伴い前記露出制御手段により絞
り値が変更された場合における前記撮像手段の撮像動作の開始タイミングを前記絞りの開
閉動作の完了後に制御する撮像開始タイミング制御手段を備えたことを特徴とする。
【００２４】
　請求項１８記載の発明は、前記切換制御手段は、前記撮像手段のフレームレートを前記
第１のフレームレートから前記第２のフレームレートに変更する際の一時的な露出制御に
よる適正露出の確保に際し、前記露出制御手段に、前記レンズの絞り値以外の他の撮影パ
ラメータを所定の基準状態に固定した状態で、被写体の明るさに応じた適正露出が得られ
るような前記レンズの絞り値を特定させ、前記第２のフレームレートに変更された後の定
常的な露出制御による適正露出の確保においては、レンズの絞り値が前記特定されたレン
ズの絞り値に固定された制御条件を前記第２の露出制御条件として設定することを特徴と
する。
　請求項１９記載の発明は、前記所定の基準状態は、露光時間を前記第２のフレームレー
トで制限される最長の露光時間に対応して決められた第２の露光時間に設定するとともに
、増幅率を設定可能な最低値に設定した状態であることを特徴とする。
　請求項２０記載の発明は、前記第２の露出制御条件は、レンズの絞り値を前記特定され
たレンズの絞り値に固定するとともに、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに対
して、更に被写体が明るく変化した場合は、増幅率を設定可能な最低値に設定した状態で
前記露光時間が短くなるように変化させ、前記適正露出を確保した際の被写体の明るさに
対して、更に被写体が暗く変化した場合は、前記露光時間を前記第２の露光時間に設定し
た状態で増幅率が高くなるように変化させる制御条件であることを特徴とする。
【００２５】
　請求項２１記載の発明は、フレームレートが変更可能な撮像手段と、この撮像手段の露
光時間およびレンズの絞り値を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを、被写体の明
るさに応じてどのように変化させるかを規定する制御条件に従って、自動露出制御を実行
する露出制御手段とを備えた撮像装置における露出制御方法において、前記撮像手段の出
力フレームレートが第１のフレームレートに設定されている間は、前記露出制御手段が前
記自動露出制御に用いる制御条件として第１の露出制御条件を定常的に適用する工程と、
前記撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから該第１のフレームレート
よりも高速の第２のフレームレートに切り換える際に、適正露出が確保できるレンズの絞
り値を他の撮影パラメータに優先して特定し、この特定されたレンズの絞り値にレンズの
絞り値の変化が抑制された制御条件を第２の露出制御条件として設定する工程と、前記撮
像手段の出力フレームレートが前記第２のフレームレートに設定された後は、前記露出制
御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として前記第１の露出制御条件と比べてレン
ズの絞り値の変化が抑制された前記第２の露出制御条件を定常的に適用する工程と、を含
むことを特徴とする。
　請求項２２記載の発明は、フレームレートが変更可能な撮像手段と、この撮像手段の露
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光時間およびレンズの絞り値を含む複数種の撮影パラメータの組み合わせを、被写体の明
るさに応じてどのように変化させるかを規定する制御条件に従って、自動露出制御を実行
する露出制御手段とを備えた撮像装置が有するコンピュータを、前記撮像手段の出力フレ
ームレートが第１のフレームレートに設定されている間は、前記露出制御手段が前記自動
露出制御に用いる制御条件として第１の露出制御条件を定常的に適用し、前記撮像手段の
出力フレームレートが前記第１のフレームレートよりも高速の第２のフレームレートに設
定されている間は、前記露出制御手段が前記自動露出制御に用いる制御条件として前記第
１の露出制御条件と比べてレンズの絞り値の変化が抑制された第２の露出制御条件を定常
的に適用するように、フレームレートに応じて露出制御条件を選択する選択手段と、前記
撮像手段のフレームレートを前記第１のフレームレートから前記第２のフレームレートに
切り換える際に、適正露出が確保できるレンズの絞り値を他の撮影パラメータに優先して
特定し、この特定されたレンズの絞り値にレンズの絞り値の変化が抑制された制御条件を
前記第２の露出制御条件として設定する切換制御手段として機能させることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、所定の制御条件に従った最適な露出制御を行いながら、フレームレー
トの変更に伴う撮像画像の明るさの変化を防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。図１は、本発明に係るデジタ
ルカメラ１の概略構成を示す図である。このデジタルカメラ１は、撮影モードして静止画
撮影モード及び動画撮影モードを有するものである。
【００２８】
　デジタルカメラ１は、ズームレンズ及びフォーカスレンズを含む光学系と、光学系を駆
動するレンズモータと、絞りと、絞りを開閉駆動するアクチュエータとから構成されたレ
ンズ・アイリスブロック２を備えている。上記レンズモータやアクチュエータはＣＰＵ８
の指令に基づき動作する一方、上記光学系及び絞りを介して被写体の光学像が撮像素子３
に結像される。
【００２９】
　本実施形態において撮像素子３はＣＭＯＳセンサであるとともに、出力フレームレート
が異なる複数の駆動モードを有しており、駆動回路４により必要に応じて異なる所定の出
力フレームレートで駆動され、被写体の光学像を光電変換し画像信号としてＡＧＣ５へ出
力する。なお、本実施形態において撮像素子３の駆動モードは、静止画撮影モード及び動
画撮影モードにおける撮影待機状態で使用される３０ｆｐｓのモニタースルー・モードと
、動画撮影モードにおける撮影時において、その下位モードとして通常ムービーモードが
設定されているとき使用される６０ｆｐｓの通常動画記録モードと、高速ムービーモード
が設定されているとき使用される３００ｆｐｓの高速動画記録モードの３種類である。
【００３０】
　ＡＧＣ５はアナログゲインコントローラであり、入力した画像信号のゲインをＣＰＵ８
の指令に基づき調整し、ＡＤＣ６へ出力する。ＡＤＣ６はアナログデジタルコンバータで
あり、入力した画像信号をディジタルの画像データへ変換して画像処理部７へ出力する。
【００３１】
　画像処理部７は、入力したゲイン調整後の画像データに対するガンマ補正や、撮影光原
の種類に応じたホワイトバランス調整、画素毎のＲ，Ｇ，Ｂの色成分データの生成、生成
したＲＧＢデータからＹＵＶデータを生成するＹＵＶ変換等の種々の画像処理を行い、生
成したＹＵＶデータをＣＰＵ８、及びＣＯＤＥＣ（符号化、復号化器）９へ出力する。Ｃ
ＰＵ８へ出力されたＹＵＶデータは、液晶モニタ及びその駆動回路から構成される表示部
１０（表示手段）においてビデオ信号の変換された後、上記液晶モニタにスルー画像とし
て表示される。
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【００３２】
　ＣＯＤＥＣ９へ出力されたＹＵＶデータは、静止画モードでの撮影時にはＪＰＥＧ方式
等により圧縮符号化された後、静止画ファイルとしてメモリ１１に記録され、動画モード
での撮影時にはＭＰＥＧ方式等によりフレーム毎に圧縮符号化された後、順次メモリ１１
に送られ最終的には動画ファイルとして記録される。また、ＣＯＤＥＣ９は、再生モード
においてＣＰＵ８によりメモリ１１から読み出された静止画または動画データ（符号化デ
ータ）を復号しＣＰＵ８へ出力する。復号されたデータは表示部１０において静止画、又
は動画像として再生される。なお、前記メモリ１１は、例えばカメラ本体に内蔵されたフ
ラッシュメモリや、カメラ本体に着脱自在な各種のメモリカードである。
【００３３】
　ＣＰＵ８には操作部１２、プログラムメモリ１３、ＲＡＭ１４が接続されている。操作
部１２は、ユーザーによるデジタルカメラ１の操作を受け付けるための、シャッターキー
やズームキー等の各種の操作ボタン等により構成される。
【００３４】
　ＣＰＵ８は、ＲＡＭ１４を作業メモリとして、プログラムメモリ１３に記憶されている
種々のプログラムを実行することにより上述した各部を制御する。特にプログラムメモリ
１３には、本発明に係る露出制御プログラムが格納されており、動画撮影モードでは後述
する自動露出（ＡＥ）制御等を行うことにより、本発明の露出制御手段、制御手段、撮像
開始タイミング制御手段、設定手段として機能する。
【００３５】
　また、プログラムメモリ１３は記憶データが書き換え可能な不揮発性メモリであって、
前述したプログラム以外にも、ＣＰＵ８によるＡＥ制御で使用される複数種のプログラム
線図を構成する制御データが記憶されている。さらに、プログラムメモリ１３には、使用
地域や使用言語等の初期設定情報や、必要に応じて変更可能なデジタルカメラ１の各種の
機能設定に関する機能設定情報等も記憶されている。
【００３６】
　次に、以上の構成からなるデジタルカメラ１において、ユーザーが高速ムービーモード
を用いて動画撮影を行う場合の本発明に係る動作について説明する。なお。ここでは、便
宜上、前述した初期設定情報にカメラの使用地域として関東が設定されているとともに、
撮影時の光源として蛍光灯が自動又は手動により設定されている場合を前提とする。
【００３７】
　図２は、動画撮影モードにおいて高速ムービーモードが選択されているときＣＰＵ８が
実行する、主としてＡＥ制御に関する処理手順を示したフローチャートである。
【００３８】
　すなわちＣＰＵ８は動画撮影モードの設定とともに動作を開始し、直ちにモニタースル
ー・モード（出力フレームレートが３０ｆｐｓ）で撮像素子３の駆動を開始するとともに
、プログラムメモリ１３に用意されている複数種のプログラム線図のうち、初期設定情報
に含まれるカメラの使用地域情報に基づき選択した図３に示したモニタースルー用線図（
第３のプログラム線図）を使用し、以下に説明する露出制御を開始する（ステップＳ１）
。
【００３９】
　このモニタースルー用線図は、後述する他のプログラム線図と同様、被写体の明るさが
任意の明るさ（ＬＶ値）にあるときの適正露出を得るために必要な、シャッタースピード
（露光時間）と、絞り値（絞りの開度）と、ＡＧＣ５のゲイン（撮像信号の増幅率）の設
定値の組み合わせ、つまり露出制御値の組み合わせ情報であり、斜めの軸が明るさ（ＬＶ
値）、縦軸は絞り値（Ｆナンバー）、横軸は中心の破線を境に、右がシャッタースピード
（ｓｅｃ）、左がゲイン（ｄＢ）である。
【００４０】
　係る線図においては、例えば被写体の明るさが「９ＬＶ」のときには、露出制御値の組
み合わせとして、「Ｆ４」、「１／５０」、「＋６ｄＢ」の組み合わせと、「Ｆ５．６」
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、「１／５０」、「＋１２ｄＢ」の組み合わせとの異なる組み合わせが許容されており、
明るさの変化に対する絞り値の変化にヒステリシスを持たせ、しかも絞り値を「Ｆ２．８
」、「Ｆ４．０」、「Ｆ５．６」に限定されている。これにより、絞りの動作回数を極力
減らすことによって撮影待機状態での消費電力を削減することができる。
【００４１】
　また、横軸には、破線で示す中心付近にシャッタースピード「１／５０」、ゲイン「０
ｄＢ」が設定されており、破線よりも被写体が明るくなる場合にはシャッタースピードの
変更により適正露出を確保し、破線よりも被写体が暗くなる場合にはゲインの変更により
適正露出を確保するようになっており、シャッタースピードの下限が使用地域の電源周波
数に応じたシャッタースピードに制限されている。これにより、スルー画像に蛍光灯のフ
リッカが生ずることが未然に防止できる。
【００４２】
　なお、ここではカメラの使用地域として関東が設定されており、モニタースルー用線図
として、シャッタースピードの調整可能な範囲が「１／５０～１／４０００」で、ゲイン
の調整可能な範囲が「０ｄＢ～＋３０ｄＢ」であるものを使用する場合を説明したが、カ
メラの使用地域の電源周波数が関西やアメリカ合衆国等のように６０Ｈｚの場合には、シ
ャッタースピードの下限が「１／６０」に設定された他のモニタースルー用線図を用いる
こととなる。
【００４３】
　また、実際に使用するモニタースルー用線図を選択する方法については任意であり、動
画撮影モードの設定直後に撮像した数フレーム分の画像における明るさ情報等の他の情報
に基づき撮影場所の地域の電源周波数を判断し、その判断結果に基づき使用すべきモニタ
ースルー用線図を選択するようにしてもよい。さらに、任意の時点でユーザーに電源周波
数を選択させるものとし、最後に選択された電源周波数をプログラムメモリ１３等に記憶
しておくとともに、記憶している電源周波数に基づき選択するようにしてもよい。
【００４４】
　引き続き、ＣＰＵ８は、上記の露出制御を繰り返す間に、高速ムービーモードによる撮
影（動画記録）の開始が指示されたら（ステップＳ２でＹＥＳ）、まず、その時点におけ
る各々の露出制御値の設定内容から現在の被写体の明るさ（ＬＶ値）を取得した後（ステ
ップＳ３）、まず、取得した被写体の明るさ（ＬＶ値）に基づき、プログラムメモリ１３
に用意されている図４に示した高速ムービー記録開始準用線図（第２のプログラム線図）
によって現在のＬＶ値に応じた絞り値を一義的に決定する（ステップＳ４）。
【００４５】
　この高速ムービー記録開始準用線図は、これから開始する高速ムービーモードによる撮
影に際し、各フレームにおける露光時間を可能な限り長くして、ゲインの増大による画像
の劣化を防止すると同時に、絞り値を固定した状態で被写体の明るさの変化に追従して適
正露出を確保するとき追従可能な明るさの範囲をより広く確保する、といった制御条件を
満足するうえで最適であると考えられる絞り値を現在のＬＶ値から一義的に決定するため
のプログラム線図であって、具体的には以下のように構成されている。
【００４６】
　すなわち、高速ムービー記録開始準備用線図は、前述した図３のモニタースルー用線図
における斜めの軸、縦軸、横軸における明るさ（ＬＶ値）、絞り値（Ｆナンバー）、シャ
ッタースピード（ｓｅｃ）及びゲイン（ｄＢ）の各値の配置つまり線図空間スケールを、
後述する高速ムービー記録用線図（図５参照）と同様の線図空間スケールに変換したプロ
グラム線図であって、シャッタースピードの調整範囲の低速側の下限を「１／３００」、
すなわち撮像素子３の出力フレームレートが「３００ｆｐｓ」となる高速ムービーモード
において設定可能な最低速度に変更し、かつそれに応じて斜めの軸のＬＶ値を明側にシフ
トするとともに、ＬＶ値と絞り値（図で破線）とが「１対１」又は「多対１」の関係とな
るようにしたものである。
【００４７】
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　引き続き、ＣＰＵ８は、露出制御値としての絞り値に上記の高速ムービー記録開始準用
線図を用いて決定した絞り値を設定し、シャッタースピードに高速ムービーモードで設定
可能な最低速度（１／３００）を設定し、ゲインに上記絞り値とシャッタースピードとに
応じた値（例えばＬＶ値が「１２ＬＶ」のときには「＋２ｄＢ」）を設定する（ステップ
Ｓ５）。
【００４８】
　ここで、絞り値に変更があった場合には（ステップＳ６でＹＥＳ）、変更後の絞り値に
応じた絞りの動作（開度の変更動作）が完了するのを待ってから（ステップＳ７でＹＥＳ
）、撮像素子３の駆動モードを高速動画記録モード（出力フレームレートを３００ｆｐｓ
）に変更して高速ムービーモードによる動画記録を開始する（ステップＳ８）。これによ
り記録開始当初の数フレームの画像に絞り動作の様子（画像の明るさ変化等）が現れてし
まうことが防止できる。つまり動画記録を直ちに開始すると、例えば変更後の絞り値に応
じた開度が得られるまでの絞りの動作時間が３ｍｓｅｃ程度である場合には、最初の５フ
レーム程度に絞り動作の様子が現れるため、これを防止する。また、絞り値に変更がなけ
れば（ステップＳ６でＮＯ）、直ちに高速ムービーモードによる動画記録を開始する（ス
テップＳ８）。
【００４９】
　その後、動画記録中においてＣＰＵ８は、高速ムービーモードでの露出制御内容に関す
る機能であって、ユーザーが必要に応じてオンオフ設定できる「露出固定」機能がオフ設
定となっている場合、つまり露出制御モードとして露出固定モードが設定されている場合
には（ステップＳ９でＹＥＳ）、図５に示した高速ムービー記録用線図（第１のプログラ
ム線図）を用いた露出制御を撮影（動画記録）の終了が指示されるまで繰り返し実行する
（ステップＳ１０、ステップＳ１１でＮＯ）。
【００５０】
　この高速ムービー記録用線図は、絞り値は変えずに、シャッタースピードとゲインのみ
を被写体の明るさの変化に応じて変化させる絞り優先（絞り固定）の露出制御を行うため
に予め用意されたものである。具体的には、既説したように線図空間スケールが前述した
図４の高速ムービー記録開始準備用線図と同一であるとともに、前述した絞り優先の露出
制御を行わせるための線図（図で太線）が示されたものである。係る高速ムービー記録用
線図を用いた露出制御を行うことにより、動画中に上述したような絞り動作の様子（画像
の明るさ変化等）が現れたり、動画記録中の絞りの駆動音等のノイズが発生したりするこ
とが防止でき、同時に、撮影中の消費電力を削減することができる。
【００５１】
　なお、図に示した線図は、前述したステップＳ４で決定し固定される絞り値が「Ｆ４」
である場合の線図であり、この場合、明るさが１２ＬＶのときの高速ムービーモードでの
撮影開始時点では、図中に例示したようにシャッタースピードが「１／３００」、ゲイン
が「＋２ｄＢ」となる。
【００５２】
　一方、上記とは異なり、前述した「露出固定」機能がオン設定となっている場合には（
ステップＳ９でＮＯ）、撮影（動画記録）の終了が指示されるまで、高速ムービーモード
での動画記録の開始に先立ち前述したステップＳ５で設定した絞り値、シャッタースピー
ド、ゲインを維持した状態のままで動画記録を継続する（ステップＳ１１でＮＯ）。した
がって、必要に応じて「露出固定」機能をオン設定しておくことにより、絞り値、シャッ
タースピード、ゲインの全ての設定値を固定した状態での撮影を行うことができる。例え
ば、カメラを固定した状態で動く被写体を高速度撮影するような場合には「露出固定」機
能をオン設定しておくことにより、被写体の動きが捕らえやすい動画を得ることができる
。
【００５３】
　そして、これ以後ＣＰＵ８は、撮影（動画記録）の終了が指示された時点で（ステップ
Ｓ１１ＹＥＳ）、全ての処理を終了する。
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【００５４】
　ここで、以上説明した露出制御においては、撮影待機状態からの高速ムービーモードで
の動画撮影の開始するとき、出力フレームレートの変更直後の適正露出の確保に際し、前
述したように絞り値をシャッタースピードやゲインよりも優先して決定した後、決定した
絞り値に応じてシャッタースピードやゲインを設定するようにした。
【００５５】
　したがって撮像素子３の出力フレームレートが３０ｆｐｓから３００ｆｐｓに変更とい
ったように、出力フレームレートの変更に伴いシャッタースピードの変更が不可欠となる
ほど大きく変更する場合であっても、前述したように高速ムービーモードでの撮影に際し
ては、先に述べたような制御条件を満足する露出制御を行いながら、同時にフレームレー
トの変更に伴う撮像画像の明るさの変化を防止することができる。
【００５６】
　なお、本実施形態においては、撮像素子３の出力フレームレートの変更直後の適正露出
の確保に際し、絞り値をシャッタースピードやゲインよりも優先して決定する場合につい
て説明したが、出力フレームレートの変更直後の露出制御に要求される制御条件の内容に
よっては、ゲインをシャッタースピードや絞り値に優先して決定するようにしてもよい。
【００５７】
　また、高速ムービーモードでの動画撮影時の露出制御に要求される制御条件に、各フレ
ームにおける露光時間を可能な限り長くすることが含まれており、出力フレームレートの
変更直後に設定すべきシャッタースピードを調整可能な最低速度とする場合について説明
したが、出力フレームレートの変更直後に設定すべきシャッタースピードが特に決められ
ていない場合であっても、本発明は有効である。
【００５８】
　また、撮像素子３の出力フレームレートを変更する場合の例として、撮影待機状態から
高速ムービーモードによる撮影を開始する場合を示したが、これ以外にも、動画撮影モー
ドにおける撮影中に、例えば前述した通常ムービーモードと高速ムービーモードとを適宜
変更可能な構成において通常ムービーモードから高速ムービーモードへのモード変更に際
して前述したような露出制御を行うようにしてもよい。その場合であっても、前述した効
果を得ることができる。
【００５９】
　さらに、出力フレームレートが異なる複数の高速ムービーモード（例えば出力フレーム
レートが３００ｆｐｓ、６００ｆｐｓ、１２００ｆｐｓ等）が用意されている構成におい
て、撮影中に高速ムービーモードを、出力フレームレートがより高い他の高速ムービーモ
ードに変更する際に前述したような露出制御を行うようにしてもよい。その場合であって
も、前述した効果を得ることができる。
【００６０】
　なお、以上の説明においては、本発明を動画撮影機能を有したデジタルカメラに適用し
た場合について説明したが、これ以外にも、出力フレームレートが変更可能な撮像素子を
備えるとともに、所定の制御条件に従った自動露出制御機能を有するものであれば、本発
明はデジタルビデオカメラやカメラ付き携帯電話端末等の他の撮像装置にも適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係るデジタルカメラを示すブロック図である。
【図２】高速ムービーモードによる動画撮影時にＣＰＵが実行する露出制御手順を示すフ
ローチャートである。
【図３】撮影待機状態の露出制御に際して使用されるモニタースルー用線図である。
【図４】ＬＶ値に応じた絞り値を一義的に決定するために使用される高速ムービー記録開
始準用線図である。
【図５】高速ムービーモードによる撮影中の露出制御に際して使用される高速ムービー記
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録用線図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　デジタルカメラ
　２　　アイリスブロック
　３　　撮像素子
　４　　駆動回路
　５　　ＡＧＣ
　７　　画像処理部
　８　　ＣＰＵ
　９　　ＣＯＤＥＣ
　１０　　表示部
　１３　　プログラムメモリ

【図１】 【図２】
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【図５】
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